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令和６年７月４日  

子ども・若者部保育課 

 

区内保育施設における虐待事案のその後の状況について 

 

１ 主旨 

  令和６年６月１７日の子ども・若者施策推進特別委員会において「区内保育施設にお

ける虐待事案の発生について」を報告したところであるが、虐待行為を確認した５月７

日の行為に加え、保護者から当初通報のあった５月９日においても虐待行為を確認した

こと、その後、虐待行為を行った担任保育士が暴行の疑いで逮捕されたことなどから、

その後の状況について報告する。 

 

２ 報告内容 

（１）新たに確認した虐待行為 

   ５月９日のお昼の時間帯に、該当園児が給食を食べているときに、担任保育士が該

当園児に近づき、子どもの後ろ髪を掴み後ろに引っ張る行為を確認。 

   ※５月９日の防犯カメラの映像で確認 

（２）その後の経過（６月１７日の当該特別委員会報告以後） 

６月１８日（火） 

 ・当該園へのサポート訪問を実施（２回目）。 

６月２０日（木） 

 ・運営法人・当該園による臨時保護者説明会の実施。（区職員も同席） 

６月２１日（金） 

 ・防犯カメラの映像に、５月９日の給食時間帯に担任保育士が該当園児の後ろ髪を

引っ張っている行為が映っていると警察から法人に連絡があったと法人から区へ

報告があった。 

 ・区同席のもと、法人とともに直ちに防犯カメラ映像を確認し、５月９日の当該虐

待行為を確認した。 

  ６月２５日（火） 

   ・担任保育士が、園児の髪を引っ張るなどの暴行を加えた疑いで逮捕される。 

   ・当該園へのサポート訪問を実施（３回目）。 

 

３ 今後について 

・引き続き、サポート訪問による園への支援等を継続する。 

・特別指導検査の内容を精査し、法人への指導等を行う。 

・警察による捜査の状況なども踏まえたうえで、区における対応及び改善策等につい

て検討し、改めて議会報告する。 

 

 

 


